
 

 

別
表
十
六
(一) 

平
十
六
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分 

① 
 

１ 

こ
の
表
に
は
、
種
類
等
及
び
耐
用
年
数
の
同
じ
資
産
は
、
そ
の
合
計
額
に
よ
り
記
載
し
ま
す
が
、
(1)
期
の
中
途
で
事
業
の
用
に
供
し
た
資
産
、
(2)
租
税
特
別
措
置
法
又
は
震
災
特
例
法
に
よ
る
特
別
償
却
の
規
定
の 

適
用
を
受
け
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
他
の
資
産
と
区
別
し
て
別
行
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

２ 

取
得
価
額
が
三
〇
万
円
未
満
で
あ
る
資
産
に
つ
い
て
、
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特
例
（
租
税
特
別
措
置
法
第
67
条
の
８
又
は
第
68
条
の
103
の
３
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
備
考
欄
に 

 

そ
の
旨
表
示
し
て
く
だ
さ
い
（
詳
し
く
は
「
法
人
税
申
告
書
の
記
載
の
手
引
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）
。 

３ 

租
税
特
別
措
置
法
又
は
震
災
特
例
法
に
よ
る
特
別
償
却
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、｢

特
別
償
却
限
度
額
の
計
算
に
関
す
る
付
表
」
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

御注意 

  

 
法 0301－1601 

定額法又はリース期間定額法による減価 
償却資産の償却額の計算に関する明細書 

 

事業年度 
又は連結 
事業年度 

・

・
 
・

・
 法人名 

（ ）

種 類 1      

構 造 2      

細 目 3      

資

産

区

分 

事 業 の 用 に 供 し た 年 月 4      

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 5 外 円 外 円 外 円 外 円 外 円 

圧 縮 記 帳 に よ る 引 当 
金 又 は 積 立 金 計 上 額 6      

取

得

価

額 差 引 改 定 取 得 価 額 
(５)－(６) 7      

残存価額又は見積残存価額 8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

期 末 現 在 の 帳 簿 価 額 9      

期末現在の引当金等の金額 10      

引 当 金 等 の 
期 中 取 崩 額 11      

帳

簿

価

額 改 定 帳 簿 価 額 
((９)－(10)－(11)) 12      

定額法又はリース期間定額法による償
却額計算の基礎となる金額 (７)－(８) 13      

耐 用 年 数 14 年 年 年 年 年 

償 却 率 15      

リ ー ス 期 間 の 月 数 16 月 月 月 月 月 

当 期 に 含 ま れ る 
リ ー ス 期 間 の 月 数 17      

算 出 償 却 額 
((13)×(15))又は((13)×(17)―(16)) 

18 円 円 円 円 円 

増 加 償 却 額 
((18)×割増率) 19 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

償
却
限
度
額 

当
期
発
生
普
通 計 20      

租税特別措置法 
適 用 条 項 21  条 項  条 項  条 項  条 項  条 項 割

増
償
却 割 増 償 却 額 22 ( )円 ( )円 ( )円 ( )円 ( )円 

租税特別措置法 
適 用 条 項 23  条 項  条 項  条 項  条 項  条 項 特

別
償
却 特 別 償 却 額 24 ( )円 ( )円 ( )円 ( )円 ( )円 

特
別
償
却
限
度
額
等 計 

(22)＋(24) 25 外 外 外 外 外 

前期から繰り越した償却不足額
又は合併等特別償却不足額 26      

当

期

分

の

償

却

限

度

額 

合 計 
((20)＋(25)＋(26)) 27      

当 期 償 却 額 28      

償 却 不 足 額 
(27)－(28) 29      差

引 償 却 超 過 額 
(28)－(27) 30      

前 期 か ら の 繰 越 額 31 外 外 外 外 外 

償却不足によるもの 32      認

容

額 

当
期
損
金 

引 当 金 等 取 崩 
し に よ る も の 33      

償
却
超
過
額 差引合計翌期への繰越額 

((30)＋(31)－(32)－(33)) 34      

翌期に繰り越すべき償却不足額 
(((29)-(32))と((25)+(26))のうち少ない金額) 35      

当期において切り捨てる償却不
足額又は合併等特別償却不足額 36      

差 引 翌 期 へ の 繰 越 額 
(35)－(36) 37      

平 ・ ・ 平 ・ ・ 38      

償

却

不

足

額 

越
額
の
内
訳 

翌
期
へ
の
繰 当 期 分 不 足 額 39      

合 併 等 特 別 償 却 不 足 額 
(((29)－(32))と(25)のうち少ない金額) 40      

備考 
      


